あつぎ健康チャレンジ協賛事業者募集要項

（目的）
第１条　この要項は、あつぎ健康チャレンジ（以下「本事業」という。）に係るインセンティブとしての特典等の提供に協力いただける事業者（以下「協賛事業者」という。）の募集及び特典の内容等について、必要な事項を定めることを目的とする。
（応募資格）
[bookmark: _Hlk156491273]第２条　協賛事業者の応募資格は、事業の趣旨に賛同する次のいずれかに該当する事業者であることとする。
　(1) 市内に事業所・店舗等を有する事業者であること。ただし、本事業のＰＲ又は本市の健康づくりの推進に寄与すると市が判断する場合はこの限りでない。
　(2) 市と協定を締結している事業者
２　前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、応募することができない。
(1) 特定の宗教・政治団体と関わる者又は業務の内容が公序良俗に反する営業を行う者
(2) 代表者等が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に掲げる暴力団等の構成員又は、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する者
(3) 健康増進のイメージを著しく阻害する業態等の者
(4) その他協賛事業者として適切でないと市長が認める者
（協賛事業者の利点）
第３条　協賛事業者の利点としては、次に掲げるものが考えられる。
　(1) 市で作成するリーフレット、ホームページ等において、企業等名・協賛
　　品等をＰＲできる。
　(2) 市民が行う健康増進の取組への支援を目的としているため協賛企業等になることでイメージアップにつながる。
（募集期間）
第４条　毎年４月１日から翌年１月末までとする。
２　前項の規定による申請分が、当該年度の市ホームページ等に掲載される。ただし、リーフレットの掲載については、毎年５月31日までの申請分とする。
３　協賛期間は、申請した日を含む年度の３月31日までとする。
（協賛内容）
第５条　協賛内容は次のいずれかとする。
　(1) 協賛金
　　　金額は一口（5,000円）以上とする。
　(2) 協賛品
　　　協賛事業者のオリジナル商品、地域色豊かな特産品などとする。ただ
　　し、次に掲げるものは、協賛品とすることができない。
　　ア　健康増進のイメージを著しく阻害するもの
　　イ　法令その他公序良俗に反するもの
　　ウ　特定の政治活動や宗教に関するもの
　　エ　景品表示法等の法令に違反するもの
　　オ　生もの・温度管理が必要なもの、賞味期限が極端に短いもの
  　カ　その他市長が本事業の趣旨にそぐわないと判断したもの
（協賛品の送付）
第６条　第４条第１項の規定による申請により、提供された協賛品は当該年度の抽選対象となり、本事業の当選者に送付される。
（申込方法）
第７条　あつぎ健康チャレンジ協賛申請書（第１号様式）に必要事項を記入し、担当課へ持参、郵送、FAX、Eメールのいずれかの方法で提出する。

附　則
　この要項は、令和６年４月１日から施行する。
附　則
　この要項は、令和７年４月１日から施行する。
附　則
　この要項は、令和８年４月１日から施行する。


